
町内に転居

町外に転出

原動機付自転車（125cc以下）、小型特殊自動車（トラクター・コンバインなど）の手続き

町外から転入

町外の人から

町外の人に

町内の人から

手続きは不要です。

名
義
変
更

1. ナンバープレート
 (そのまま使用する場合は不要)
2. 登録票（無くても可）
3. 本人確認ができるもの

1. ナンバープレート
2. 登録票（無くても可）
3. 本人確認ができるもの
※解体証明書が必要な場合もあります。
※盗難の場合、警察の受理番号･届出日･届
出警察署名（未届出の場合は不要)

廃

　
　車

1. 販売証明書、廃車証明書、譲渡証明書など
2. 本人確認ができるもの ※住所を確認でき
るものが必要な場合もあります。

登

　録

届け出に必要なもの

・新規購入 

・住所変更

・譲り受ける 

・譲渡する 

・処分する　・使用不能
・盗まれた

町内の人に

・住所変更

436436

250250

←至岡山 至神戸→

←至岡山 至神戸→
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町長と

語ろう

▼
問
い
合
わ
せ

　
企
画
グ
ル
ー
プ
　
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
６

テ
ー
マ
「
住
み
よ
い
地
域
づ
く
り
」

情
報
ペ
ー
ジ

施
設
だ
よ
り

教
育
の
ペ
ー
ジ・き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り

情
報
わ
い
ど

保
健
の
ペ
ー
ジ

各
種
相
談

情
報
わ
い
ど

情
報
ペ
ー
ジ

施
設
だ
よ
り

教
育
の
ペ
ー
ジ・き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り

情
報
わ
い
ど

保
健
の
ペ
ー
ジ

各
種
相
談

情
報
わ
い
ど

　

軽
自
動
車
税
は
毎
年
、
４
月
１

日
現
在
で
軽
自
動
車
な
ど
を
所
有

す
る
人
に
か
か
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
他
の
人
に
譲
り
渡

し
た
り
盗
難
に
遭
っ
た
り
し
た
場

合
で
も
、
３
月
末
日
ま
で
に
届
け

出
が
な
け
れ
ば
、
平
成
21
年
度
の

軽
自
動
車
税
も
か
か
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
所
有
者
が
亡
く

な
っ
た
場
合
で
も
名
義
は
変
わ
っ

て
い
ま
せ
ん
の
で
、
届
け
出
を
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
届
け
出
・
問
い
合
わ
せ　

◎
原
動
機
付
自
転
車
･
小
型
特
殊
自
動
車　

税
務
グ
ル
ー
プ　

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
８

◎
軽
三
輪
・
軽
四
輪　

軽
自
動
車
検
査
協
会
兵
庫
事
務
所
姫
路
支
所　

☎
０
７
９
（
２
３
１
）
４
１
０
１

◎
軽
二
輪
・
二
輪
の
小
型
自
動
車　

姫
路
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所　

☎
０
５
０
（
５
５
４
０
）
２
０
６
７

老
齢
給
付
の
受
給
者
に
送
付

　

国
民
年
金
、
厚
生
年
金
保
険
お

よ
び
共
済
組
合
な
ど
か
ら
支
給
さ

れ
る
公
的
年
金
等
に
つ
い
て
は
、

所
得
税
法
上
「
雑
所
得
」
と
み
な

さ
れ
、
所
得
税
が
課
せ
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
公
的
年
金
の
う
ち
、
障

害
ま
た
は
死
亡
を
支
給
事
由
と
す

る
年
金
に
つ
い
て
は
課
税
し
な
い

こ
と
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
老
齢

ま
た
は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る

年
金
の
み
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

公
的
年
金
等
の
支
払
者
（
社
会

保
険
庁
・
各
共
済
組
合
）
は
、
所

得
税
が
老
齢
年
金
等
か
ら
源
泉
徴

収
さ
れ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

老
齢
年
金
等
を
受
け
て
い
る
方
々

全
員
に
「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴

収
票
」
を
作
成
し
、
そ
の
年
の
翌

年
１
月
31
日
ま
で
に
交
付
さ
れ
ま

す
。
こ
の
た
め
、
社
会
保
険
業
務

セ
ン
タ
ー
で
は
、
国
民
年
金
お
よ

び
厚
生
年
金
保
険
の
老
齢
年
金
等

の
受
給
者
に
平
成
20
年
分
の
源
泉

徴
収
票
を
作
成
し
、
平
成
21
年
１

月
末
ま
で
に
届
く
よ
う
、
順
次
送

付
し
ま
す
。

　

源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い

る
事
項
は
そ
の
年
の
１
年
間
に
支

払
わ
れ
た
年
金
の
総
額
、
社
会
保

険
料
〔
介
護
保
険
料
、
国
民
健
康

保
険
料
お
よ
び
後
期
高
齢
者
（
長

寿
）
医
療
保
険
料
〕
の
金
額
、
源

泉
徴
収
税
額
お
よ
び
控
除
内
容
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
65
歳
未
満
で
年
金
の
支

払
額
が
108
万
円
に
満
た
な
い
方
と
、

65
歳
以
上
で
年
金
の
支
払
額
が
158

万
円
に
満
た
な
い
方
に
つ
い
て
は
、

所
得
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

確
定
申
告
の
際
に
必
要

　

２
つ
以
上
の
年
金
の
支
払
者
に

扶
養
親
族
等
申
告
書
を
提
出
し
て

い
る
方
や
、
年
金
以
外
に
給
与
な

ど
の
所
得
が
あ
る
方
、
ま
た
は
公

的
年
金
等
の
雑
所
得
の
合
計
額
が

各
種
所
得
控
除
の
合
計
額
を
超
え

る
方
な
ど
は
、
確
定
申
告
〔
２
月

16
日
㈪
～
３
月
16
日
㈪
ま
で
に
住

所
地
を
管
轄
す
る
税
務
署
で
受
け

付
け
〕
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
源
泉
徴
収
票
は
そ
の

際
に
、
添
付
書
類
と
し
て
必
要
と

な
り
ま
す
。

　

な
お
、
老
齢
年
金
等
か
ら
特
別

徴
収
さ
れ
な
い
介
護
保
険
料
な
ど

の
社
会
保
険
料
が
あ
る
場
合
は
、

確
定
申
告
を
行
い
、
所
得
税
の
過

不
足
分
を
精
算
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

社
会
保
険
庁
で
は
万
一
源
泉
徴

収
票
を
紛
失
さ
れ
た
場
合
や
未
着

の
場
合
な
ど
に
対
応
す
る
た
め
、

「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」
に
お
い
て

源
泉
徴
収
票
の
再
交
付
の
受
け
付

け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

○
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
（
０
５
）
１
１
６
５

※
Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は
、

☎
０
３
（
６
７
０
０
）
１
１
６
５
に

お
電
話
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
時
間　

月
～
金
曜
日

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

　

た
だ
し
月
曜
日
（
月
曜
日
が
休

日
の
場
合
は
火
曜
日
）
は
午
後
７

時
ま
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※
な
お
、
祝
日
は
ご
利
用
で
き
ま

せ
ん
。

　

ま
た
、
来
訪
に
よ
る
源
泉
徴
収

票
の
再
交
付
の
受
け
付
け
、
そ
の

他
の
年
金
相
談
に
つ
い
て
は
、
社

会
保
険
事
務
所
お
よ
び
年
金
相
談

セ
ン
タ
ー
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
な
ど
の
際
は
、
年

金
証
書
の
基
礎
年
金
番
号
、
年
金

コ
ー
ド
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
原
付
な
ど
の
廃
車
手
続
き

平
成
21
年
度
軽
自
動
車
税
の

納
期
限
は
６
月
１
日
㈪
で
す
。

 

年 

金  

公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
が
交
付
さ
れ
ま
す

▼
問
い
合
わ
せ  

加
古
川
社
会
保
険
事
務
所  

☎
０
７
９
（
４
２
７
）
４
７
４
０

Ｑ
．
町
民
の
生
命
、
財
産
を
守
る

た
め
安
心
安
全
の
ま
ち
づ
く
り
を

Ａ
．
災
害
時
の
危
機
管
理
体
制
を

進
め
て
い
る
。
ハ
ー
ド
整
備
は
地

権
者
の
同
意
も
必
要

Ｑ
．
街
灯
の
設
置
を
希
望
し
、
町

の
返
事
を
待
っ
て
い
る

Ａ
．
外
灯
の
設
置
は
町
内
各
地
か

ら
要
望
が
あ
り
、
そ
の
個
所
で
は

安
価
な
方
法
な
ど
を
協
議
し
た
い

Ｑ
．
土
山
駅
南
の
大
通
り
に
ポ
イ

捨
て
禁
止
な
ど
の
看
板
を
設
置
し

て
ほ
し
い

Ａ
．
多
く
の
看
板
が
町
の
な
か
に

あ
ふ
れ
る
こ
と
は
美
観
上
ど
う
か

Ｑ
．
ソ
ウ
ブ
チ
池
の
ヨ
シ
を
な
ん

と
か
し
て
ほ
し
い

Ａ
．
た
め
池
協
議
会
を
作
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
水
利
組
合

と
管
理
に
つ
い
て
協
議
し
た
い

Ｑ
．
健
康
保
険
の
支
払
い
方
法
に

つ
い
て
文
書
が
来
た
。
無
駄
な
よ

う
に
思
う

Ａ
．
国
の
方
で
法
律
改
正
が
あ
り
、

口
座
振
替
か
年
金
天
引
き
を
選
択

で
き
る
お
知
ら
せ

Ｑ
．
住
民
税
の
比
率
は
変
わ
っ
て

も
総
額
は
同
じ
と
あ
っ
た
が
影
響

が
あ
る
。
詳
し
い
説
明
を

Ａ
．
行
政
の
仕
事
に
つ
い
て
疑
問

が
あ
れ
ば
、
わ
く
わ
く
講
座
で
職

員
が
説
明
す
る

Ｑ
．
学
童
保
育
が
来
年
か
、
再
来

年
に
公
設
化
さ
れ
、
3
年
生
ま
で

に
な
る
と
聞
い
た

Ａ
．
現
状
で
満
杯
で
あ
り
、
学
童

の
方
々
と
行
政
で
検
討
し
て
い
る

Ｑ
．
水
田
川
の
悪
臭
が
き
つ
く
浚

し
ゅ
ん

渫せ
つ

な
ど
で
早
く
対
処
し
て
欲
し
い

A
．
県
に
要
望
し
て
い
る
が
防
災

改
修
を
優
先
し
、
な
か
な
か
悪
臭

対
策
ま
で
進
ま
な
い

Q
．
自
治
会
で
防
災
や
防
犯
の
取

り
組
み
を
し
て
も
、
な
か
な
か
住

民
に
協
力
を
し
て
も
ら
え
な
い

Ａ
．
防
災
、
防
犯
は
住
民
と
行
政

の
協
働
で
。
自
主
防
災
に
町
か
ら

補
助
し
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
も
作
成

す
る

Q
．
新
し
く
こ
ら
れ
た
方
は
、
ゴ

ミ
の
分
別
が
徹
底
で
き
な
い
。
自

治
会
以
外
の
広
報
は

A
．
公
共
施
設
に
広
報
を
設
置
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い

るQ
．
不
法
駐
車
の
取
り
締
ま
り
が

き
び
し
く
な
っ
た
。
警
察
で
は
な

く
業
者
が
や
っ
て
い
る

A
．
車
の
陰
か
ら
の
飛
び
出
し
な

ど
、
安
全
面
か
ら
の
取
り
締
ま
り

で
は

Q
．
播
磨
幼
稚
園
は
、
送
迎
時
の

駐
車
場
に
困
っ
て
い
る

A
．
基
本
的
に
徒
歩
な
ど
で
送
り

迎
え
す
る
。
多
額
の
費
用
か
ら
駐

車
場
の
新
設
は
難
し
い

Ｑ
．
本
荘
北
自
治
会
で
図
上
防
災

訓
練
を
す
る
。
町
の
防
災
計
画
の

被
害
想
定
が
低
い

Ａ
．
町
で
も
食
糧
や
備
品
を
備
蓄

し
充
実
し
て
き
て
い
る
、
さ
ら
に

防
災
計
画
を
検
討
し
た
い

Ｑ
．
耐
震
診
断
を
受
け
、
県
の
耐

震
補
強
の
補
助
金
に
再
診
断
が
必

要
。
町
の
補
助
制
度
を

Ａ
．
町
で
は
住
民
の
方
の
住
宅
相

談
も
受
け
て
い
る
。
県
制
度
の
詳

細
を
確
認
す
る

1月18日(日)	 午前10時～11時45分
野添コミセン	参加者17人

1月24日(土)　午後7時～8時30分
南部コミセン	参加者10人

今後の予定	
▶テーマ　住民主体のまちづくり
▶場所・日時　
　中央公民館　３月22日（日）
　午前９時30分～11時30分
※事前の申し込みは、不要です。

8
広報はりま 21.3

9
広報はりま 21.3


